
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
四
百
八
号

奄
美
群
島
の
復
帰
に
伴
う
通
貨
及
び
債
権
等
の
措
置
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
奄
美
群
島
の
復
帰
に
伴
う
法
令
の
適
用
の
暫
定
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
及
び
こ
の
政
令
に
基
く
命
令
に
お
い
て
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
定
義
に
従
う
も
の
と
す
る
。

一
　
「
本
邦
通
貨
」
と
は
、
貨
幣
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
十
六
号
）
、
臨
時
通
貨
法
（
昭
和
十
三
年
法
律
第
八
十
六
号
）
又
は
日
本
銀
行
法
（
昭
和
十
七
年
法
律
第
六
十
七
号
）
に
よ
り
発
行
さ
れ
、
奄
美
群
島
の
復
帰
に
伴
う
法
令

の
適
用
の
暫
定
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
際
現
に
通
用
す
る
貨
幣
、
臨
時
補
助
貨
幣
、
小
額
紙
幣
及
び
銀
行
券
を
い
い
、
「
日
本
円
」
と
は
、
本
邦
通
貨
に
表
示
さ
れ
て
い
る
円
を
い
う
。

二
　
「
Ｂ
号
軍
票
」
と
は
、
米
国
琉
球
民
政
府
が
発
行
し
、
法
の
施
行
の
際
現
に
奄
美
群
島
に
お
い
て
通
用
し
て
い
る
Ｂ
号
円
表
示
軍
票
を
い
い
、
「
Ｂ
号
円
」
と
は
、
Ｂ
号
軍
票
に
表
示
さ
れ
て
い
る
円
を
い
う
。

三
　
「
Ｂ
号
円
債
権
」
と
は
、
昭
和
二
十
一
年
二
月
一
日
以
後
発
生
し
、
法
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
債
権
で
あ
つ
て
、
Ｂ
号
軍
票
で
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
い
、
「
Ｂ
号
円
債
務
」
と
は
、
昭
和
二
十
一
年
二
月
一

日
以
後
発
生
し
、
法
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
債
務
で
あ
つ
て
、
Ｂ
号
軍
票
で
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
う
。

（
Ｂ
号
軍
票
の
交
換
義
務
及
び
交
換
期
間
）

第
二
条
　
奄
美
群
島
に
お
い
て
所
持
さ
れ
る
Ｂ
号
軍
票
は
、
大
蔵
省
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
日
以
内
に
、
本
邦
通
貨
と
交
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
交
換
の
比
率
は
、
Ｂ
号
円
一
円
に
つ
き
日
本
円
三
円
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
交
換
期
間
に
つ
い
て
は
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
大
蔵
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
域
を
指
定
し
て
、
昭
和
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
を
限
り
、
そ
の
特
例
を
設
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
Ｂ
号
軍
票
の
交
換
事
務
取
扱
機
関
等
）

第
三
条
　
政
府
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
Ｂ
号
軍
票
と
本
邦
通
貨
と
の
交
換
及
び
そ
の
交
換
に
係
る
Ｂ
号
軍
票
の
出
納
保
管
に
関
す
る
事
務
を
、
大
蔵
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
日
本
銀
行
に
取
り
扱
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
郵
政
官
署
及
び
大
蔵
大
臣
の
指
定
す
る
金
融
機
関
は
、
大
蔵
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
日
本
銀
行
に
代
り
、
前
項
の
事
務
の
一
部
を
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

３
　
政
府
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
Ｂ
号
軍
票
と
交
換
す
る
本
邦
通
貨
の
金
額
を
日
本
銀
行
に
立
て
替
え
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

４
　
政
府
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
日
本
銀
行
が
立
て
替
え
た
金
額
を
、
後
日
返
済
す
る
も
の
と
す
る
。

（
交
換
期
間
中
の
Ｂ
号
軍
票
の
取
扱
）

第
四
条
　
奄
美
群
島
に
あ
る
者
が
奄
美
群
島
に
お
い
て
Ｂ
号
軍
票
を
保
有
し
、
又
は
奄
美
群
島
に
あ
る
者
に
対
し
Ｂ
号
軍
票
に
よ
る
支
払
若
し
く
は
支
払
の
受
領
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
伴
う
行
為
若
し
く
は
取
引
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
限
り
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
管
理
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
に
基
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２
　
前
項
の
期
間
は
、
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
例
が
設
け
ら
れ
た
交
換
期
間
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
大
蔵
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
期
間
の
末
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
小
額
通
貨
の
整
理
及
び
支
払
金
の
端
数
計
算
に
関
す
る
法
律
の
適
用
除
外
）

第
五
条
　
小
額
通
貨
の
整
理
及
び
支
払
金
の
端
数
計
算
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
十
号
）
は
、
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
例
が
設
け
ら
れ
た
交
換
期
間
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
の
末
日
が
昭
和
二

十
九
年
一
月
一
日
以
後
と
な
る
と
き
は
、
そ
の
特
例
が
設
け
ら
れ
た
地
域
に
は
、
当
該
期
間
の
末
日
ま
で
適
用
し
な
い
。

（
Ｂ
号
円
債
権
又
は
Ｂ
号
円
債
務
の
措
置
）

第
六
条
　
政
府
、
日
本
電
信
電
話
公
社
又
は
地
方
公
共
団
体
が
奄
美
群
島
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
協
定
に
基
き
承
継
す
る
Ｂ
号
円
債
権
又
は
Ｂ
号
円
債
務
及
び
奄
美
群
島
に
あ
る
者
の
間
又
は
奄
美
群
島
に
あ
る
者

と
奄
美
群
島
以
外
の
本
邦
に
あ
る
者
の
間
に
存
す
る
本
邦
で
決
済
さ
れ
る
べ
き
Ｂ
号
円
債
権
又
は
Ｂ
号
円
債
務
は
、
他
の
法
令
に
特
別
の
定
の
あ
る
も
の
及
び
特
約
の
あ
る
も
の
を
除
き
、
法
の
施
行
の
際
、
Ｂ
号
円
一
円
に
つ
き
日

本
円
三
円
の
比
率
で
、
日
本
円
表
示
の
債
権
又
は
債
務
に
切
り
替
え
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
資
本
金
等
）

第
七
条
　
Ｂ
号
円
表
示
の
資
本
、
準
備
金
そ
の
他
の
帳
簿
に
記
載
す
べ
き
資
産
及
び
負
債
は
、
法
の
施
行
の
際
、
Ｂ
号
円
一
円
に
つ
き
日
本
円
三
円
の
比
率
で
、
日
本
円
表
示
の
資
産
及
び
負
債
に
切
り
替
え
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
昭
和
二
十
一
年
二
月
一
日
前
に
発
生
し
た
債
権
又
は
債
務
で
Ｂ
号
円
で
決
済
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
つ
い
て
生
ず
べ
き
損
益
の
処
理
に
関
し
て
は
、
別
に
政
令
で
定
め
る
。

２
　
Ｂ
号
円
表
示
の
株
式
の
額
面
金
額
及
び
出
資
一
口
の
金
額
は
、
そ
の
金
額
と
同
額
の
日
本
円
で
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
各
株
主
の
有
す
る
Ｂ
号
円
表
示
の
株
式
の
数
及
び
各
社
員
（
社
員
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
の
有
す
る
Ｂ
号
円
表
示
の
出
資
の
口
数
は
、
一
対
三
の
比
率
で
増
加
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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